
公道での容器により高圧ガスの移動（運搬）において「イエローカード」携行が必要となる法根拠

を以下に示します。なお、高圧ガスの容器による移動でイエローカードを携行しなければならない

とされている範囲は、以下のとおり「すべての毒性ガス、または酸素・可燃性ガスのうち一本の内

容積が二十リットル以上か、内容積の合計が四十リットル以上となるもの」に限られるとされてお

り、不活性ガスなどについては法的な義務はありません。
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